
市
民
課
1
66
◆

1
1
0
9

引
っ
越
し
を
し
た
方
は

住
民
票
の
異
動
を

住
民
票
は
、国
民
健
康
保
険
や
子

ど
も
手
当
な
ど
の
各
種
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。

正
し
く
手
続
き
を
し
な
い
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
確
実
に
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
引
っ
越

し
を
し
た
場
合
は
14
日
以
内
に
住

民
登
録
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
転
出
届
出
後
、
新
住
所

地
で
転
入
届
を
し
て
い
な
い
方
や
、

住
民
票
が
抹
消
さ
れ
た
ま
ま
の
方

は
、
新
た
な
住
所
地
で
正
し
い
住

民
登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
4

土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

縦
覧
期
間　
4
月
1
日
㈮
〜
5
月

31
日
㈫　

午
前
8
時
30
分
〜
午

後
5
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　
税
務
収
納
課（
本
館

1
階
）

縦
覧
で
き
る
人

○
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
納

税
者
お
よ
び
同
居
の
親
族

○
納
税
管
理
人

※
代
理
の
場
合
は
委
任
状
が
必

要
。
法
人
の
場
合
は
代
表
者
印

縦
覧
に
必
要
な
も
の　
本
人
確
認

で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
、
住

基
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
4
0

公
共
下
水
道

供
用
開
始
区
域
の
縦
覧

次
の
区
域
は
3
月
31
日
か
ら
下

水
道
が
利
用
で
き
ま
す
。

関
係
図
書
の
縦
覧

【
単
独
公
共
下
水
道
】

三
谷
町
三
舗
・
惣
作
・
東
三
丁

目
・
前
田
・
弥
生
一
丁
目
、
豊

岡
町
池
田
・
梶
田
・
川
縁
り
・

国
府
地
川
・
下
長
根
・
殿
門
、

五
井
町
下
長
根
、形
原
町
川
原
・

北
戸
甫
井
・
下
市
・
下
川
原
・

西
根
崎
・
南
新
田
、
西
浦
町
愛

宕
下
・
大
谷
ヶ
入
・
北
馬
場
・

細
田
・
南
馬
場
・
宮
新
田
の
各

一
部

【
流
域
関
連
公
共
下
水
道
】

大
塚
町
蔵
屋
敷
・
仲
野
・
広
畑
・

平
原
・
丸
山
・
南
向
山
の
各
一

部
縦
覧
期
間　
3
月
17
日
㈭
〜
31
日

㈭　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　
下
水
道
課（
本
館
2

階
）

消
防
本
部
予
防
課
1
68
◆

0
9
3
7

3
月
1
日
〜
7
日

春
の
火
災
予
防
運
動

「
消
し
た
か
な
」あ
な
た
を
守
る

合
言
葉

火
災
は
ち
ょ
っ
と
し
た
気
の
ゆ

る
み
、不
注
意
か
ら
発
生
し
ま
す
。

火
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意

を
し
、
火
災
の
発
生
を
未
然
に
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。

★
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

す
べ
て
の
住
宅
へ
の
火
災
警
報

器
設
置
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
市
内
の
設
置
率
は
約
60
％
で

す
。
ま
だ
取
り
付
け
て
い
な
い
方

は
早
め
に
設
置
を
し
、
火
災
に
よ

る
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
ま

し
ょ
う
。

な
お
、
悪
質
な
訪
問
販
売
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

★
老
朽
化
し
た
消
火
器
に
注
意
！

容
器
が
腐
食
し
て
い
る
よ
う
な

消
火
器
を
使
用
す
る
と
破
裂
の
危

険
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
交

換
を
お
勧
め
し
ま
す
。
特
に
屋
外

に
設
置
さ
れ
て
い
る
消
火
器
は
耐

用
年
数
内
で
も
腐
食
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。詳

し
く
は
、
消
防
本
部
予
防
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　ひとり暮らしや家族のいないときに急病で倒れてしまった場合、救急
車を呼ぶことまではできたとしても、その人がどんな病歴、持病、血液
型、どんな薬を飲んでいるか、緊急連絡先などの情報を救急隊員に確実
に伝えることができたら安心ですね。その役割を果たすのが「救急医療
情報キット」です。

一家に一つ、冷蔵庫に救急医療情報キットを！
　昔は、どこにひとり暮らしのお年寄りがいるかなどは地域の人が皆知
っていましたが、今は近所づきあいも薄れ、また、個人情報保護の立場
から行政でも個人情報をなかなか集められないという問題があります。
　そこで、どこの家庭にもある冷蔵庫に「救急医療情報キット」を入れておいて、救急隊員は冷蔵庫を必ず
確認することにすれば、すぐにその人の情報を把握することができます。
◆対　象
　市内に在住の方のうち、次に該当する方（希望者）に1世帯1つ無償で配布します。
　①65歳以上の方　　②障がいのある方　　③健康に不安のある方　など
◆配　布
　3月1日（火）から、市役所および東・形原・西浦出張所の窓口で申請書と引き換えに配布します。
　（※申請書は今月号に同封してあります）

消防本部総務課 ☎68◆0935救急医療情報キットを無償で配布します

2011.3

20
2011.3 広報●がまごおり

21
◎休日市役所窓口センター 土・日・祝日（年末年始を除く）午前8時30分～午後5時　166◆1171
 戸籍関係の証明書の交付・届出や市税の証明書の交付・納付などができます。


